（日本産業規格Ａ４）
別紙様式第１号（第１条の５関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１面）
　　年　　月　　日
財務（支）局長
殿
知事
（郵便番号　　　）
申請者　住　　所
電話番号（　　）　　－

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、代表者の氏名）
	(
	法定代理人
氏名、商号　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　
又は名称
	)


登　録　申　請　書
　貸金業法第３条第１項の規定により貸金業者の登録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
（記載上の注意）
１．不要な字句は消して使用すること。
２．氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができ
る。
	（第２面）
※
登録番号
財務（支）局長
知事
（　　　）第　　　号（　　　年　　　月　　日）
従前の登録番号
財務（支）局長
知事
（　　　）第　　　号（　　　年　　　月　　日）
１
登録の区分
新　　　　規
更　　　　新
２
法人・個人
の別
法　　　　人
個　　　　人
３
協会加入
の有無
　有　　(会員番号：　　　　　　　　　　　　　　　　)
無
（ふりがな）
４
商号
又は名称
（ふりがな）
５
氏名
（法人にあっては、代表者の氏名）
６
住所
（郵便番号　　　）
電話番号（　　　）　　　－
７
法定代理人
（ふりがな）
氏　　　　　名
（法人にあっては、商号又は名称）
８
役員
（ふりがな）
氏　　　　　名
（法人にあっては、商号又は名称）
役　　名　　等
（記載上の注意）
１　「※登録番号」には記載しないこと。
２　「従前の登録番号」は、登録の更新の申請をする場合に記載すること。
３　「登録の区分」及び「法人・個人の別」は、該当するものに○印を付けること。
４　「協会加入の有無」は、該当するものに○印を付け、「有」の場合は併せて会員番号を記載すること。
５　「商号又は名称」は、法人の場合は商号を、人格のない社団又は財団の場合は名称を記載すること。なお、個人の場合において、商号登記をしているときはその商号を、商号登記をしていないときは屋号等の名称のうち１個を記載することができる。
６　「氏名」には、外国人の場合において、住民票に記載された通称があるときは、括弧書で併記することができる。
７　「氏名」には、氏を改めた者においては、旧氏及び名を括弧書で併記することができる。ただし、「法定代理人」が氏を改めた者である場合にはこの限りでない。
８　「住所」は、法人の場合は登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地を、人格のない社団又は財団の場合は主たる営業所等の所在地を、個人の場合は現住所（現住所において貸付けに関する業務を営まない場合には、貸付けに関する業務に係る主たる営業所等の所在地）を記載すること。なお、電話番号は、場所を特定する電話番号に限る。
９　「役員」は、法第４条第１項第２号に該当する者をすべて記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第２面の次に添付すること。
（第３面）
９　令第３条に規定する使用人
（ふりがな）
氏　　　　　名
職　　　　　名
計　　　　　名
（記載上の注意）
１　氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」に括弧書で併記することができる。
２　記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第３面の次に添
付すること。



（第４面）
10　営業所等の名称及び所在地
	名　　　　　　称
（設置年月日）
	所　　　　　　　　　　在　　　　　　　　　　地
	貸金業務取扱
主任者の氏名
（登録番号）

	
	
	

	計　　　　　　店
	
	


（記載上の注意）
１　「名称」は、主たる営業所等、従たる営業所等並びに従たる営業所等のうち自動契約受付機、現金自動設備及び代理店の名称を、それぞれ区分して記載すること。なお、店舗外現金自動設備のうち、自社設置分については「自社設置現金自動設備」と記載し、業務委託先設置分については委託先の名称（委託先が貸金業者の場合は登録番号（登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。）を、貸金業者以外の場合は本店所在地を含む。）を記載すること。
　　また、営業所等は、施行規則第１条の５第３項に規定する「営業所又は事務所」をいい、名称の如何を問わない。
２　「所在地」には電話番号（場所を特定する電話番号に限る。）を併記すること。なお、現金自動設備については、設置都道府県名（業務委託先設置分は委託先ごと）を記載すること。
３　「貸金業務取扱主任者の氏名」は、施行規則第１０条の８に定めるところにより各営業所等に設置した貸金業務取扱主任者を記載すること。氏を改めた者においては、旧氏及び名を「貸金業務取扱主任者の氏名」に括弧書で併記することができる。なお、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより業務を行う営業所等又は代理店（当該代理店が貸金業者である場合に限る。）については、他の営業所等の貸金業務取扱主任者を設置することができる。
４　現金自動設備について、地域によつて異なる貸金業務取扱主任者を設置する場合には、当該地域ごとに、それぞれ区分して記載すること。
５　記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第４面の次に添付すること。
（第５面）
11　法第４条第１項第７号に規定する電話番号その他の連絡先等
	電　話　番　号　そ　の　他　の　連　絡　先　等

	


（記載上の注意）
　１　「電話番号その他の連絡先等」には、施行規則第３条の２に規定する連絡先等を記載する。
　２　貸付けに関する業務を他者に委託し、当該委託先の連絡先等を広告等に表示する場合には、当該連絡先等を記載すること。
３　記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第５面の次に添付すること。
（第６面）
12　業務の種類
（記載上の注意）
　次に掲げる業務のうち行うもののみを記載すること。
１　金銭の貸付け
(1) 手形貸付
(2) 証書貸付
(3) 極度方式貸付
(4) 手形の割引
(5) 売渡担保
(6) その他（具体的に記載すること。）
２　金銭の貸借の媒介
(1) 手形貸付の媒介
(2) 証書貸付の媒介
(3) 極度方式基本契約の媒介
(4) 手形の割引の媒介
(5) 売渡担保の媒介
(6) その他の媒介（具体的に記載すること。）
３　金銭の貸付けの代理
（第７面）
13　業務の方法
１　貸付けの相手方
（消費者金融、事業者向け金融の別）
２　貸付けの利率
（場合によって異なるときは、その上限の率。実質年率で記載すること。
　　年　　　　％
３　賠償額（違約金、遅延損害金を含む。）を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合。
（場合によって異なるときは、その上限の率、実質年率で記載すること。
　　年　　　　％
４　利息の計算
(1) 利息の計算方法
(2) 利息の計算の期間　貸付け　　日までとする。　日からの弁済の　
(3) 利息元加の方法
５　返済の方式並びに返済の期間及び返済の回数
６　無担保無保証の貸付けを行うときは、その最高限度額　　千円
７　担保に関する事項
８　手数料に関する事項
９　媒介手数料の場合
（場合によって異なるときは、その上限の率）
10　貸金業に関する代理契約を締結している場合は、その相手方及び委任又は受任の別
11　その他必要と認められる事項
（記載上の注意）
１　「賠償額」には、賠償額の計算方法を併記すること。
２　「利息の計算の方法」は、先取り・後取りの別、単利・複利の別、残債方式・アドオン方式の別及び端数利息の処理方法を記載すること。
３　「返済方式」は、一括返済方式、元利均等返済方式、元金均等返済方式、定率リボルビング方式、定額リボルビング方式、自由返済方式及びその他の方式の別を記載すること。なお、その他の方式がある場合、具体的な名称を括弧書で併記すること。
４　「返済の期間」は、返済の方式に応じて最短及び最長の期間を記載すること。ただし、定率リボルビング方式、定額リボルビング方式、自由返済方式及びその他の方式の場合において記載が困難であるときは、元本への返済の約定日（返済の約定日がないときはその旨）を記載することで代えることができる。
５　「返済の回数」は、返済の方法に応じて最少及び最多の回数を記載すること。ただし、定率リボルビング方式、定額リボルビング方式、自由返済方式及びその他の方式の場合において記載が困難であるときは、これを省略することができる。
６　「担保に関する事項」は、担保徴求の有無、主な担保の種類及び保証人の要否を記載すること。
７　「手数料に関する事項」は、礼金、割引金、手数料、調査料その他名義のいかんにかかわらず、貸付けに関する費用を徴求する場合に、その名称及びその額又は割合を記載すること。
８　「その他必要と認められる事項」は、貸付けの申込みの方法及び金銭の交付の方法について記載すること。
（第８面）
14　他に行っている事業の種類
（記載上の注意）
　日本標準産業分類表細分類により記載すること。
（第９面）
15　ながの電子申請サービスによる申請証明
　
· ながの電子申請サービスによる申請を行いました。
	〇申請方法　
1． 貸金業者登録申請に必要な書類を準備して下さい。
2． ながの電子申請サービスにより申請します。
　　　　　https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64179
申込完了後、申込完了メールが届きますので、記載された整理番号とパスワードを
必ず控えてください。登録審査手数料の支払の際に必要になります。
３．　本欄上部のチェック欄にチェックを入れた本様式とともに登録申請必要書類を協会もしくは管轄の地域振興局に提出してください。
４．　申請書類を確認後、県より受理通知メールを送信しますので、ながの電子申請サービス
から支払をお願いします。
〇支払方法
(1) 次のながの電子申請サービス「申込内容照会」ページにアクセスします。
      https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/inquiry/inquiry_initDisplay.action
(2) 申込完了通知メールに記載された、整理番号とパスワードを入力します。
(3) 本申請を照会します。
(4)  照会した申請の中の「SBペイメントでお支払い」のリンクを選択します。
(5)  一覧から支払方法を選択し、画面の案内に従って支払います。
★手数料納付に関する注意事項★
・決済後の返金はできません。
・納付方法は、クレジットカード(※)、PayPay、Pay-easyから選択できます。
　※利用可能なカード会社は、VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Dinersです。
・Pay-easyによる納付の場合は、インターネットバンキングまたは金融機関ATMがご利用いただけます（対応する金融機関は、次のペイジーホームページをご確認ください）。
https://www.pay-easy.jp/where/
・請求書及び領収書は発行されません。ただし、 Pay-easyにより納付する場合において、インターネットバンキングを利用するときは通帳や取引明細照会の写し、金融機関ＡＴＭを利用するときは利用明細書が発行されますので、領収書に代えられる場合があります。



